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公営企業経営改善特例債（仮称）の創設

○ 人口減少が進む中、これまで公営企業が提供してきたサービスを持続可能な形で提供していくためには、上下水道事
業の広域化等をはじめ、更なる経営改善を進めることが重要

○ 地方団体が、公営企業の経営改善の取組を円滑に行うことができるよう、これに伴い公営企業に係る特別会計の廃
止等を行う場合に一般会計等が一時に負担する必要がある経費を対象として、当分の間、「公営企業経営改善特例債
（仮称）」を発行できることとし、負担の平準化を図る（地方財政法を改正）

・ 施設及び設備の撤去並びに原状回復に要する経費

・ 国又は地方団体から交付された補助金、負担金等の返還に要する経費

・ 地方債の繰上償還に要する経費

・ 退職手当の支給に要する経費   等

下水道事業

※ 資産処分に係る収入を除く

水道事業

集落排水を公共下水道に接続

集落排水を合併浄化槽に転換

簡易水道を上水道に統合

他の地方公共団体と事業を統合

※ 病院事業など上記以外の公営企業においても活用可能

汚水処理場
の撤去など

浄水場の撤去
など

・ 地方債充当率：100％

・ 償還年限：原則10年

・ 申請にあたり議会の議決

・ 総務大臣又は都道府県知事
の許可

（資金手当）

代表者 代表者 代表者

代表者

●●水道企業団（組織の一体化の場合）

一部事務組合
の設置等

１．対象経費

２．地方財政措置

３．発行手続

４．活用が想定される経営改善の取組
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上下水道の老朽化対策の推進

１．下水道管路に係る全国特別重点調査への対応

一般会計負担（繰出）(30%～70%)

交付税
措置

大

人
口
密
度

元利償還金

小

元利償還金の  21～49％ を普通交付税措置

【地方財政措置イメージ】 ※通常の下水道事業債と同様

【事業期間】 令和８年度～令和12年度

【地方財政措置】 修繕に要する経費を下水道事業債の対象に追加し、
人口密度に応じ元利償還金の21～49％を普通交付税措置

【修繕（例：止水工事）】

全国特別重点調査

地財措置の拡充
（Ｒ８新設）

下水道事業債
（既存措置）

緊急度に応じた
改築・修繕の判断

改築
修繕
（補修）

上
下

下

上

３．DX技術を活用した管路施設に係る点検・調査

２．水道管路耐震化事業「重点対策分（仮称）」の創設

埼玉県八潮市の事故等を踏まえて実施されている全国特別重点調査の結果、
要対策とされた下水道管路に係る修繕について下水道事業債の対象に追加

※ 改築の場合と同様

【地方財政措置】 上積事業費の１/２を一般会計出資債の対象とし、
元利償還金の50％を普通交付税措置

【事業期間】 令和８年度～令和12年度 （従来の水道管路耐震化事業についても令和１２年度まで延長）

【事業期間】 令和８年度～令和９年度

【地方財政措置】 事業費の１/２を一般会計からの繰出の対象とし、繰出額の50％を特別交付税措置

下水道

上水道

上下水道

国土交通省からR７年度中の実施が要請され
ている大規模管路に係る調査（調査対象：管径
２ｍ以上かつ布設30年以上、約5,000㎞）

○ 埼玉県八潮市で発生した事故等を踏まえ、上下水道管路の老朽化対策を推進するため、地方財政措置を拡充

【対象経費】上下水道管路施設に係るDX技術を活用した点検・調査に要する委託経費

上下水道管路に係る点検・調査の効率化・高度化等を進めていくため、ＤＸ技術を活用した点検・調査に係る委託経費に
ついて、地方財政措置を講ずる。

※  ｢上下水道DX技術カタログ｣（令和７年３月国土交通省公表）に掲載された技術が対象

事故発生時に社会的影響が大きい管路の耐震化事業について、通常事業費
を超えて実施する事業（上積事業費）に対する一般会計からの繰入割合を従来
の１/４ （一般対策分）から１/２に拡充

【事故発生時に社会的影響が大きい管路】
口径800㎜以上の管路、緊急輸送道路・重要物流道路・軌道・河川・
海・湖の下に埋設又はこれらを横断する管路

元利償還金の 50％ を普通交付税措置

通常事業費
(R2～R4平均)

水道事業債
（地方負担額の1/2）

一般会計出資債
(地方負担額の1/2)

上積事業費（地方負担額）

元利償還金の 50％ を普通交付税措置

水道事業債
（地方負担額の1/2）

通常事業費
(R2～R4平均)

一般会計出資債
(地方負担額の1/2)

上積事業費（地方負担額）
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１．物価高騰等を踏まえた病院事業繰出金の増額等

持続可能な地域医療提供体制の確保

２．不採算地域における医療提供体制の確保

○ 周辺人口が少ない等の不採算地域において、二次救急など地域医療の中核的な役割を担う不採算地区中核病院がその機能

を維持できるよう、特別交付税措置の基準額を30％引上げ
 
※ 不採算地区病院についても、特別交付税措置の基準額引上げ（30％）を継続

※ 日本赤十字社、恩賜財団済生会、ＪＡ厚生連などの公的病院等にも同様の措置を講じる

○ 資材価格の高騰等による建設事業費の上昇や入札不調等が多く生じていること等を踏まえ、公立病院の新設・建替に対する

地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を引上げ

３．公立病院の建築単価の引上げ

○ 近年の物価高騰や人件費の増加等の厳しい経営環境の中、公立病院が地域

に必要な救急医療などを引き続き提供できるよう、病院事業に対する繰出金とし

て8,300億円程度（前年度比＋400億円程度）を計上し、地方交付税措置を拡充

・ 救急告示病院 ：  １床あたり単価を９％程度引上げ

・ 小児医療 ：  １床あたり単価を９％程度引上げ

・ 周産期医療   ：  １床あたり単価を８％程度引上げ
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赤字病院の割合
(R6決算)
83％

▲ 2,099

▲ 3,952
▲ 5,000

▲ 4,000

▲ 3,000

▲ 2,000

▲ 1,000

0

R5 R6（単位：億円）

（公立病院の経常収支赤字の状況）

赤字病院の割合
 70.4％

赤字病院の割合
 83.3％

R７： ５９万円／㎡ ⇒ R８： ８５万円／㎡ 
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